
議第１号議案  

市議会議員として自覚と目的意識を持ち行政視察  

を行うことに対する決議  

市議会は、市民の代表として自らその職責の重さを深く自覚し、高

い倫理観と見識を持って、市政の発展と市民の公共の福祉向上に努め

なければならない。  

 羽生市議会は市民の負託に応えられる議会を確立するために議会基

本条例の策定をめざし、現在も協議を進めているところである。  

 そうした中であるにも関わらず、平成２８年１０月２５日、２６日、

２７日の総務文教委員会での行政視察において、議員が飲酒により宿

泊施設や石川県警察当局に多大な迷惑をかける事態を起こした。  

 市民の選良として責任ある行動をとらなければならない市議会議員

が、公務による視察で騒動を起こすことは言語道断である。  

 本来、行政視察は行政が抱える諸課題の解決、事務事業の比較、政

策研究のため、先進的な取り組みを行なっている市町村に行くことで

あり、それは、公費・税金を使っている以上、羽生市を出発してから

羽生市に到着するまで続いていることである。  

 我々羽生市議会議員は、このことを重く受けとめ、自覚と目的意識

をしっかりと持ち、行政視察を行うこととする。  

以上、決議する。  

平成２９年９月  

            埼玉県羽生市議会  
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